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独立行政法人国民生活センター役員退職金に係る 

業績勘案率（案）について 

 

 

平成２５年  月  日 

内閣府独立行政法人評価委員会 

 

 

 

独立行政法人国民生活センターの退職役員に関する業績勘案率（案）については、以下

のとおりとする。 

 

理事       業績勘案率は、１．０とする。 

 

 

（決定の方法） 

「内閣府所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率について」（平成１７年８月 

２３日内閣府独立行政法人評価委員会決定）に基づき決定 

 

（決定の理由） 

平成２５年  月  日開催の国民生活センター分科会において審議 

業績勘案率（算定方法は別紙）１．０を基本とし、退職した役員の業績等について、法

人から説明を受け審議したところ、基準業績勘案率を変更すべき特段の事情はないと判断

し、業績勘案率（案）を「１．０」にすることに決定した。 



（別紙） 

 

     前理事の基準業績勘案率の算定 

 

１．業績勘案率の算定期間 平成２２年１月１日～平成２５年３月３１日 

 

２．算定方法 

「内閣府所管独立行政法人の役員退職金に係る業績勘案率について」２．（１）に基

づき、退職した役員が在職した各事業年度毎に基準値を設定し、各事業年度毎の在職

月数に応じて加重平均した値（小数点第２位以下は四捨五入）を基準業績勘案率とし

た。 

 

（１） 各事業年度の基準値（職責にかかる項目数により算定） 

① 平成２１年度（W） 

Ａ＋      Ａ      Ｂ      Ｃ      Ｄ 

（０×５ ＋ ２８×４ ＋ ２×３ ＋ ０×２ ＋ ０×１）／３０＝３．９ 

W＝１．０ 

 

② 平成２２年度（X） 

Ａ＋      Ａ      Ｂ      Ｃ      Ｄ 

（０×５ ＋ ２９×４ ＋ ０×３ ＋ １×２ ＋ ０×１）／３０＝３．９ 

X＝１．０ 

 

③  平成２３年度（Y） 

Ａ＋      Ａ      Ｂ      Ｃ      Ｄ 

（０×５ ＋ ２９×４ ＋ ０×３ ＋ ０×２ ＋ ０×１）／２９＝４．０ 

Y＝１．０ 

 

④ 平成２４年度（Ｚ） 

Ａ＋      Ａ      Ｂ      Ｃ      Ｄ 

（０×５ ＋ ３１×４ ＋ ０×３ ＋ ０×２ ＋ ０×１）／３１＝４．０ 

Ｚ＝１．０ 

 

（２） 基準業績勘案率の算定 

（W×３月  ＋  X×１２月 ＋ Y×１２月 + Z×１２月）／３９月＝基準業績勘案率 

（1.0×３月+1.0×１２月＋1.0×１２月＋1.0×１２月）／３９月＝１．０ 



 Ａ+ 0 0 0 0

Ａ 28 29 29 31

Ｂ 2 0 0 0

Ｃ 0 1 0 0

Ｄ 0 0 0 0

項目数計 30 30 29 31

平成24年度

　　前理事所掌項目の各年度における評価結果

　　　　　　年度
評価

平成21年度 平成22年度 平成23年度



(平成21年度分）

平成21年度

（１）一般管理費及び業務経費
・ 一般管理費（人件費を除く）については、前年度比３％以上、業務経費につい
ては、前年度比１％以上の経費の削減を行う。

A

（２）人件費
・ 総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律（平成１８年法律第４７号）等に基づき、５年間で５％以上削減（退
職手当及び福利厚生費並びに人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。）する計
画の着実な実施を行うとともに、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構造改
革を踏まえた見直しを実施する。さらに、「経済財政運営と構造改革に関する基
本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革
を踏まえた人件費改革を継続する。

A

（３）給与水準
・ 給与水準については、国家公務員との給与水準差等の観点から現状の給与水準
が適切かどうか検証を行い、その検証結果を踏まえた取組状況について公表す
る。

A

（４）随意契約の見直し
・ 随意契約の適正化を推進するため、「随意契約見直し計画」に基づく取組を着
実に実施するとともに、一般競争入札等により契約の競争性、透明性を十分確保
し、入札・契約の適正な実施を図る。

A

（５）保有資産の有効活用
・ 相模原事務所の施設の企画・管理・運営業務について、市場化テストを通じて
有効活用を図る。

A

・ 消費者への情報提供や行政機関との連携等において東京事務所が果たしている
役割を踏まえ、同事務所の機能が十分に発揮できるよう、その移転について検討
する。

A

（１）消費生活情報の収集・分析・提供
①ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新等

　　前理事所掌項目の評価結果

①ＰＩＯ ＮＥＴの刷新等
・ 次期ＰＩＯ－ＮＥＴに係るシステムを刷新するとともに、刷新に伴う運用体系
を整備して、平成２２年度からの運用開始に備える。

A

・ ＰＩＯ－ＮＥＴ端末について、第１回の追加配備を行うとともに、再度、要望
調査を実施のうえ、更なる追加配備を行う。 A

・ 総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）網をＰＩＯ－ＮＥＴに利用するため、消
費生活センターへのＬＧＷＡＮの敷設状況を調査する。 A

・ 改定されたＰＩＯ－ＮＥＴの「分類・キーワード（２００９年度版）」を運用
に供する。 A

②「早期警戒指標」の整備
・ ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の監視・分析に資するため、開発した早期警戒指標に基づ
いて情報を作成し、消費者庁、関係省庁、地方消費生活センター等へ定期的に提
供する。

A

・ 早期警戒指標の効果的活用に資するため、利用ツール等の作成や利用環境の整
備について検討を行う。 A

③「事故情報データバンク」の整備
・ 「事故情報データバンク」を構築し、関係機関等とのネットワークを通じて、
当該機関の保有する事故情報等の共有化を図るとともに、インターネットを活用
して事故情報をヒヤリ・ハット情報も含めて収集する。

A

・ 「事故情報データバンク」に入力された情報は、事故の未然防止・拡大防止を
図るため、消費者への情報提供に活用する。 B

・ 「事故情報データバンク」の構築に併せ、「消費者トラブルメール箱」の運用
について見直しを行う。 B

⑤調査研究
・ 消費生活に重大な影響を及ぼす問題について、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報等を活用し
つつ調査研究を行い、国・地方の消費者政策の企画立案に資するとともに、広く
国民に情報提供する。

A



（２）国民への情報提供の強化
①報道機関等を通じた情報提供
・ ＰＩＯ－ＮＥＴ等で収集される情報を迅速に分析してとりまとめ、記者説明会
を機動的に開催することにより、年間５０件以上の情報提供を行う。

A

・ 国民への情報提供に当たっては、悪質商法や製品事故などによる消費者被害の
発生や拡大を防ぐ観点から、事業者名を含めた公表に積極的に取り組む。 A

（４）裁判外紛争解決手続の実施
・消費者紛争の迅速・適正な解決と同種紛争の未然防止のために、国民生活セン
ター法の改正を踏まえ、紛争解決委員会において、重要消費者紛争に関し和解の
仲介等の手続を実施する。

A

・ 定期的に連絡会議を開催し、同種被害が多数発生している事例等について消費
者庁と情報共有を図る。 A

・ 消費者庁を通じて関係行政機関への情報提供を行う。 A

②消費生活センター
・ ＰＩＯ－ＮＥＴの安定的運用に資するため、「ＰＩＯ－ＮＥＴつうしん」を含
むＰＩＯ－ＮＥＴ運営に関する情報を随時「消費者行政フォーラム」に掲載す
る。

A

③国の行政機関
・ 消費者利益を侵害する違法・不当行為について、事業者情報を含め、行政機関
との間で緊密な情報交換を行い、法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資す
る。

A

④独立行政法人
・ 製品評価技術基盤機構、農林水産消費安全技術センター、国立健康・栄養研究
所との情報共有を進め、商品テスト、研修等に関し連携を図る。

A

⑤法令照会への対応
・ 裁判所、警察、弁護士会、適格消費者団体等からの法令に基づく照会に対して
迅速かつ適切に対応する。

A

（８）中核機関としての役割強化
・ 消費者庁が中心となって、センターの業務及び組織の整備、関係機関等との役
割分担・連携等の具体的な方策に関し検討を行った結果を踏まえ、適切に対応す
る。

A

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 A

（２）人事に関する計画
・ 業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制に努める。 A

・ 職員の資質向上と業務の効率化に資するため、各種研修会に参加して研鑽を図
る。 A

（３）中期目標期間を超える債務負担
・ 中期目標期間中のセンター業務を効率的に実施するために、コンピュータの賃
貸借について、次期中期目標期間にわたって契約を行うことがある。

A



(平成22年度分）

平成22年度

（１）一般管理費及び業務経費
・ 一般管理費（人件費を除く）については、前年度比３％以上、業務経費につ
いては、前年度比１％以上の経費の削減を行う。

A

（２）人件費
・ 総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進
に関する法律（平成１８年法律第４７号）等に基づき、５年間で５％以上削減
（退職手当及び福利厚生費並びに人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。）す
る計画の着実な実施を行うとともに、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構
造改革を踏まえた見直しを実施する。さらに、「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の
改革を踏まえた人件費改革を継続する。

A

（３）給与水準
・ 給与水準については、国家公務員との給与水準差等の観点から現状の給与水
準が適切かどうか検証を行い、その検証結果を踏まえた取組状況について公表す
る。

A

（４）随意契約の見直し
・ 随意契約の適正化を推進するため、「随意契約見直し計画」に基づく取組を
着実に実施するとともに、一般競争入札等により契約の競争性、透明性を十分確
保し、入札・契約の適正な実施を図る。

A

（５）保有資産の有効活用
・ 相模原事務所の施設の企画・管理・運営業務について、市場化テストを通じ
て有効活用を図る。

A

・ 消費者への情報提供や行政機関との連携等において東京事務所が果たしてい
る役割を踏まえ、同事務所の機能が十分に発揮できるよう、その移転について検
討する。

A

　　前理事所掌項目の評価結果

（１）消費生活情報の収集・分析・提供
①ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新等
・ 平成２２年度より運用を開始する新ＰＩＯ－ＮＥＴ（以下「ＰＩＯ－ＮＥＴ
2010」）の安定的な稼動を図るとともに、消費生活センターにおける運用状況等
を調査し、システムを改善する。

A

・ ＰＩＯ－ＮＥＴ端末の追加配備要望調査を実施し、その結果を踏まえて更な
る追加配備を行う。

A

・ 都道府県及び政令市の消費者行政担当部局においてＰＩＯ－ＮＥＴ2010が利
用できるよう、回線敷設などの環境整備を図る。

A

・ 将来的に消費生活情報の入力にかかる相談員の負担を改善するため、最新の
検索技術等の動向に関する情報の収集・調査を行う。

A

②「早期警戒指標」の整備
・ ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の監視・分析に資するため、開発した早期警戒指標に基
づいて情報を作成し、消費者庁、関係省庁、地方消費生活センター等へ定期的に
提供する。

A

・ 早期警戒指標の情報から重要な事案を発見して消費者被害の規模や内容、深
刻度等を迅速に分析する「早期警戒情報システム」（仮称）を構築し、国や地方
公共団体の消費者行政担当部局での運用に供する。

A

③「事故情報データバンク」の整備
・ 事故情報データバンクの安定的な運用を図るとともに、関係機関からの改善
要望等を聴取し、消費者庁との協議を踏まえてシステムの改善を図る。

A

⑤調査研究
・ 消費生活に重大な影響を及ぼす問題について、ＰＩＯ－ＮＥＴ情報等を活用
しつつ調査研究を行い、国・地方の消費者政策の企画立案に資するとともに、広
く国民に情報提供する。

C



（２）国民への情報提供の強化
①報道機関等を通じた情報提供
・ ＰＩＯ－ＮＥＴ等で収集される情報を迅速に分析してとりまとめ、記者説明
会を機動的に開催することにより、年間５０件以上の情報提供を行う。

A

・ 国民への情報提供に当たっては、悪質商法や製品事故などによる消費者被害
の発生や拡大を防ぐ観点から、事業者名を含めた公表に積極的に取り組む。

A

（４）裁判外紛争解決手続の実施
・消費者紛争の迅速・適正な解決と同種紛争の未然防止のために、紛争解決委員
会において、重要消費者紛争に関し和解の仲介等の手続を実施する。

A

A
・ 定期的に連絡会議を開催し、同種被害が多数発生している事例等について消
費者庁と情報共有を図る。

A

・ 消費者庁を通じて関係行政機関への情報提供を行う。 A

②消費生活センター
・ ＰＩＯ－ＮＥＴの安定的運用に資するため、「ＰＩＯ－ＮＥＴつうしん」を
含むＰＩＯ－ＮＥＴ運営に関する情報を随時「消費者行政フォーラム」に掲載す
る。

A

・ 追加配備されたＰＩＯ－ＮＥＴ端末を活用し、緊急情報を速やかに提供する
ため、「消費生活相談緊急情報」を「消費者行政フォーラム」に毎月２回掲載す
る。

A

・ 追加配備されたＰＩＯ－ＮＥＴ端末を活用し、緊急情報を速やかに提供する
ため、「製品関連事故情報」を「消費者行政フォーラム」に毎月掲載する。

A

③国の行政機関
・ 消費者利益を侵害する違法・不当行為について、事業者情報を含め、行政機
関との間で緊密な情報交換を行い、法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資
する。

A

④独立行政法人
・ 製品評価技術基盤機構、農林水産消費安全技術センター、国立健康・栄養研
究所との情報共有を進め、商品テスト、研修等に関し連携を図る。

A

⑤法令照会への対応
・ 裁判所、警察、弁護士会、適格消費者団体等からの法令に基づく照会に対し
て迅速かつ適切に対応する。

A

（８）中核機関としての役割強化（８）中核機関としての役割強化
・ 消費者庁が中心となって、センターの業務及び組織の整備、関係機関等との
役割分担・連携等の具体的な方策に関し検討を行った結果を踏まえ、適切に対応
する。

A

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
別紙１から別紙３のとおり。（省略）

A

（２）人事に関する計画
・ 業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制に努める。

A

・ 職員の資質向上と業務の効率化に資するため、各種研修会に参加して研鑽を
図る。

A

（３）中期目標期間を超える債務負担
・ 中期目標期間中のセンター業務を効率的に実施するために、コンピュータの
賃貸借について、次期中期目標期間にわたって契約を行うことがある。

A



(平成23年度分）

平成23年度

（１）一般管理費及び業務経費
・ 一般管理費（人件費を除く）については、前年度比３％以上、業務経費につ
いては、前年度比１％以上の経費の削減を行う。

A

（２）人件費
・ 総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進
に関する法律（平成１８年法律第４７号）等に基づき、５年間で５％以上削減
（退職手当及び福利厚生費並びに人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。）す
る計画の着実な実施を行うとともに、役職員の給与に関し、国家公務員の給与構
造改革を踏まえた見直しを実施する。さらに、「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の
改革を踏まえた人件費改革を継続する。

A

（３）給与水準
・ 給与水準については、国家公務員との給与水準差等の観点から現状の給与水
準が適切かどうか検証を行い、その検証結果を踏まえた取組状況について公表す
る。

A

（４）随意契約の見直し
・ 随意契約の適正化を推進するため、「随意契約等見直し計画」に基づく取組
を着実に実施するとともに、一般競争入札等により契約の競争性、透明性を十分
確保し、入札・契約の適正な実施を図る。

A

（５）保有資産の有効活用
・ 相模原事務所の施設の企画・管理・運営業務について、市場化テストを通じ
て有効活用を図る。

A

（１）消費生活情報の収集・分析・提供
①ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新等
・ 平成２２年度より運用を開始した新ＰＩＯ－ＮＥＴ（「ＰＩＯ－ＮＥＴ

　　前理事所掌項目の評価結果

・ 平成２２年度より運用を開始した新ＰＩＯ－ＮＥＴ（「ＰＩＯ－ＮＥＴ
2010」）の安定的な稼動を図るとともに、消費生活センターにおける運用状況及
び改善要望等を元に、システムを改善する。

A

・ 開設日が週３日以下でＰＩＯ－ＮＥＴ端末の配備を希望する消費生活相談窓
口については、予算の状況、利用環境の整備等を勘案しつつ、優先順位に応じて
順次、端末機の配備を行う。

A

・ 将来的に消費生活情報の入力にかかる相談員の負担を改善するため、昨年度
の動向調査を踏まえ、最新の検索技術等について調査・研究に着手する。 A

②「早期警戒指標」の整備
・ ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の監視・分析に資するため、開発した早期警戒指標に基
づいて情報を作成し、消費者庁、関係省庁、地方消費生活センター等へ定期的に
提供する。

A

・ 早期警戒指標の情報から重要な事案を発見して消費者被害の規模や内容、深
刻度等を迅速に分析する「消費生活相談早期警戒システム」（ＰＩＯ－ＡＬＥＲ
Ｔ）の安定的な稼動を図るとともに、国や地方公共団体の消費者行政担当部局か
らの改善要望等を聴取し、システムの改善を図る。

A

③「事故情報データバンク」の整備
・ 事故情報データバンクの安定的な運用を図るとともに、関係機関からの改善
要望等を聴取し、消費者庁との協議を踏まえてシステムの改善を図る。 A

（２）国民への情報提供の強化
①報道機関等を通じた情報提供
・ ＰＩＯ－ＮＥＴ等で収集される情報を迅速に分析してとりまとめ、記者説明
会を機動的に開催することにより、年間５０件以上の情報提供を行う。

A

②ホームページ、出版物等による情報提供
ア．ホームページ
・ コンテンツの迅速な追加・更新、新規コーナーの追加等により、ホームペー
ジ利用者の利便性の向上を図る。

A

・ 緊急性が高い問題については、必要とされる情報を迅速かつ的確に提供す
る。 A



ウ．高齢者や障害者等への情報提供
・ 高齢者や障害者に加えて、それらの方々を支援する民生委員や介護関係者等
を対象に、悪質商法や製品事故等に関するメールマガジン（高齢者版、子ども
版）を発行する。

A

・ メールマガジン等の情報を活用した印刷物を作成し、民生委員や介護関係者
等に対して配布し、情報提供する。 A

③消費者庁の行う注意喚起への協力
・ 消費者庁が行う注意喚起について、ホームページ、出版物等を通じて消費者
に情報提供する。

A

（５）関係機関との連携
①消費者庁
・ 消費者事故等の発生に関して、必要な事項を適切な方法で消費者庁へ通知す
る。

A

・ 定期的に連絡会議を開催し、同種被害が多数発生している事例等について消
費者庁と情報共有を図る。 A

②消費生活センター
・ ＰＩＯ－ＮＥＴの安定的運用に資するため、「ＰＩＯ－ＮＥＴつうしん」を
含むＰＩＯ－ＮＥＴ運営に関する情報を随時「消費者行政フォーラム」に掲載す
る。

A

③国の行政機関
・ 消費者利益を侵害する違法・不当行為について、事業者情報を含め、行政機
関との間で緊密な情報交換を行い、法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資
する。

A

④独立行政法人
・ 製品評価技術基盤機構、農林水産消費安全技術センター、国立健康・栄養研
究所との情報共有を進め、商品テスト、研修等に関し連携を図る。

A

⑤法令照会への対応
・ 裁判所、警察、弁護士会、適格消費者団体等からの法令に基づく照会に対し
て迅速かつ適切に対応する。

A

⑥情報公開
・ 情報公開請求に対して適切に対応する。 A

（９）地方公共団体に対する支援
・ 地方の消費生活相談体制の強化を図るため、都道府県へのヒアリングやアン
ケート調査の結果を踏まえ、市区町村の相談窓口へ経験豊富な相談員を訪問さ
せ、現地の相談員に対し助言・指導を行う。

A

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
別紙１から別紙３のとおり。（省略） A

（２）人事に関する計画
・ 業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制に努める。 A

・ 職員の資質向上と業務の効率化に資するため、各種研修会に参加して研鑽を
図る。 A

（３）中期目標期間を超える債務負担
・ 中期目標期間中のセンター業務を効率的に実施するために、コンピュータの
賃貸借について、次期中期目標期間にわたって契約を行うことがある。

A



(平成24年度分）

平成24年度

（１）一般管理費及び業務経費
・ 一般管理費（人件費を除く）については、前年度比３％以上、業務経費につ
いては、前年度比１％以上の経費の削減を行う。

A

・借り上げ宿舎制度については、平成２３年末、国家公務員宿舎についての削減
計画が取りまとめられ、更なる削減努力を行うこととなったこと等を踏まえ、平
成２４年度中に運用の見直しを検討する。

A

（２）人件費
・ 総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成
２３年１０月２８日閣議決定）の趣旨を踏まえた人件費の見直しを行う。

A

（３）給与水準
・ 給与水準については、国家公務員との給与水準差等の観点から現状の給与水
準が適切かどうか検証を行い、その検証結果を踏まえた取組状況について公表す
る。

A

（４）随意契約の見直し
・ 随意契約の適正化を推進するため、「随意契約等見直し計画」に基づく取組
を着実に実施するとともに、一般競争入札等により契約の競争性、透明性を十分
確保し、入札・契約の適正な実施を図る。

A

（１）消費生活情報の収集・分析・提供
①ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新等
・ 平成２２年度より運用を開始した新ＰＩＯ－ＮＥＴ（ＰＩＯ－ＮＥＴ2010）
の安定的な稼動を図るとともに、苦情相談の受付からＰＩＯ－ＮＥＴ登録までの
期間の更なる短縮等を図るため、「ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に関する検討会」での議
論を踏まえ、ＰＩＯ－ＮＥＴシステムに関する刷新の基本方針を策定する。

A

・ 平成１９年度策定のＰＩＯ－ＮＥＴ最適化計画で目標とされた事項が、ＰＩ
達成され 「 刷新 関す

　　前理事所掌項目の評価結果

Ｏ－ＮＥＴ2010 で達成されているかについて、「ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に関する
検討会」における議論を踏まえて検証する。

A

「ＰＩＯ－ＮＥＴ刷新に関する検討会」での議論及び最新の検索技術等について
の調査・研究結果を踏まえつつ、テキストマイニング等の次期システムへの採用
について検討する。

A

②「早期警戒指標」の整備
・ ＰＩＯ－ＮＥＴ情報の監視・分析に資するため、開発した早期警戒指標に基
づいて情報を作成し、消費者庁、関係省庁、地方消費生活センター等へ定期的に
提供する。

A

・ 早期警戒指標の情報から重要な事案を発見して消費者被害の規模や内容、深
刻度等を迅速に分析する「消費生活相談早期警戒システム」（ＰＩＯ－ＡＬＥＲ
Ｔ）の安定的な稼動を図るとともに、国や地方公共団体の消費者行政担当部局か
らの改善要望等を聴取し、システムの改善を図る。

A

③「事故情報データバンク」の整備
・ 事故情報データバンクの安定的な運用を図るとともに、関係機関からの改善
要望等を聴取し、消費者庁との協議を踏まえてシステムの改善を図る。

A

（２）国民への情報提供の強化
①報道機関等を通じた情報提供
・ ＰＩＯ－ＮＥＴ等で収集される情報を迅速に分析してとりまとめ、記者説明
会を機動的に開催することにより、年間５０件以上の情報提供を行う。

A

②ホームページ、出版物等による情報提供
ア．ホームページ
・ コンテンツの迅速な追加・更新、新規コーナーの追加等により、ホームペー
ジ利用者の利便性の向上を図る。

A



・ 緊急性が高い問題については、必要とされる情報を迅速かつ的確に提供す
る。 A

イ．出版物
・ 消費者問題の専門情報としてＷＥＢ版「国民生活」のコンテンツを作成し、
定期的にホームページへ掲載するとともに、同コンテンツの簡易冊子を関係各所
に配布する。

A

・ ＷＥＢ版「国民生活」について、内容の充足と満足度の向上を図るため、読
者等へのアンケート調査を実施し、５段階評価で４以上の満足度の評価
を得る。

A

・ 国民の日常生活の情報源として「くらしの豆知識」を年１回発行し、消費者
情報の普及を図るとともに、視覚障害者のためのデイジー版を作成する。

A

ウ．高齢者や障害者等への情報提供
・ 高齢者や障害者に加えて、それらの方々を支援する民生委員や介護関係者等
を対象に、悪質商法や製品事故等に関するメールマガジン（高齢者版、子ども
版）を発行する。

A

・ メールマガジン等の情報を活用した印刷物を作成し、民生委員や介護関係者
等に対して配布し、情報提供する。

A

③消費者庁の行う注意喚起への協力
・ 消費者庁が行う注意喚起について、ホームページ、出版物等を通じて消費者
に情報提供する。

A

（５）関係機関との連携
①消費者庁
・ 消費者事故等の発生に関して、必要な事項を適切な方法で消費者庁へ通知す
る。

A

・ 定期的に連絡会議を開催し、同種被害が多数発生している事例等について消
費者庁と情報共有を図る。 A

②消費生活センター
・ ＰＩＯ－ＮＥＴの安定的運用に資するため、「ＰＩＯ－ＮＥＴつうしん」を
含むＰＩＯ－ＮＥＴ運営に関する情報を随時「消費者行政フォーラム」に掲載す
る

A

る。

③国の行政機関
・ 消費者利益を侵害する違法・不当行為について、事業者情報を含め、行政機
関との間で緊密な情報交換を行い、法令に基づく迅速かつ厳正な行政処分等に資
する。

A

④独立行政法人
・ 製品評価技術基盤機構、農林水産消費安全技術センター、国立健康・栄養研
究所との情報共有を進め、商品テスト、研修等に関し連携を図る。

A

⑤法令照会への対応
・ 裁判所、警察、弁護士会、適格消費者団体等からの法令に基づく照会に対し
て迅速かつ適切に対応する。 A

⑥情報公開
・ 情報公開請求に対して適切に対応する。

A

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画
別紙１から別紙３のとおり。（省略） A

（２）人事に関する計画
・ 業務運営の効率化により、常勤職員の増加抑制に努める。 A

・ 職員の資質向上と業務の効率化に資するため、各種研修会に参加して研鑽を
図る。 A

（３）中期目標期間を超える債務負担
・ 中期目標期間中のセンター業務を効率的に実施するために、コンピュータの
賃貸借について、次期中期目標期間にわたって契約を行うことがある。 A



  前理事の業績について 

 

 

１．就任及び退任日 

・平成２２年１月１日に独立行政法人国民生活センター理事就任 

・平成２５年３月３１日に退任 

 

２．在職期間 

３年３ヶ月 

 

３．職務 

  独立行政法人国民生活センター（以下「センター」という。）総務部、経理部、情報部

（平成 23 年度より情報管理部）、紛争解決委員会事務局（紛争解決手続の実施業務を除

く）を所掌。 

 

４．主たる業務 

   理事は、センターの理事に就任以来、総務部（地方支援業務と広報業務を含む）、

経理部、情報部（平成 23 年度より情報管理部）、紛争解決委員会事務局（紛争解決手続

の実施業務を除く）を所掌する職にあって、担当業務を積極的に推進することを通し、

理事長を的確に補佐し、次に挙げる業績を上げた。 

 

○総務業務（地方支援業務と広報業務を含む） 

業務の効果的な推進のために業績手当制度を運用し、職員の意識改革と人材の適正活

用に努め、センターの総合力の発揮に尽力した。総人件費については、役職員の給与に

関し、国家公務員との給与水準差等を勘案し、職員給与の昇給幅の抑制、管理職員及び

補佐職員の人数の削減、管理職手当の縮減、特別手当の減額等の措置を指導した。 

また、効果的な地方消費者行政遂行支援のため、消費者庁との関係強化や消費生活相

談専門家による巡回訪問事業の実施に精力的に取り組んだ。 

さらに、消費者問題の啓発等に尽力するとともに情報提供等に努め、毎月の記者説明

会の円滑な遂行に尽力した。 

 

○経理業務 

  「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、入札・契約の適正

な実施を推進した。センターの保有する施設の有効活用等を図るため、相模原事務所に

ついては、内閣府官民競争入札等監理委員会と調整のうえ、相模原事務所の企画・管理・

運営業務の民間競争入札（市場化テスト）実施要項を作成して、入札の実施に尽力した。 

 



○情報管理業務 

ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新を実施するとともに新システム（ＰＩＯ－ＮＥＴ２０１０）の

安定稼動に努め、さらに、次期ＰＩＯ－ＮＥＴの刷新にも着手した。「早期警戒指標」に

基づく情報の作成と提供の実施に加え、消費生活相談早期警戒システム（ＰＩＯ－ＡＬ

ＥＲＴ）を構築し、ＰＩＯ－ＡＬＥＲＴ上で早期警戒指標を利用できる環境を提供した。

「事故情報データバンク」については、消費者庁と連携し、参画機関からの事故情報を

一元的に収集するシステムを構築し、運用開始後もシステムの整備に努めた。また、Ｐ

ＩＯ－ＮＥＴ情報を活用しつつ、消費生活に重大な影響を及ぼす問題に関する調査研究

や「国民生活動向調査」等を着実に遂行した。平成２２年度の国民生活動向調査では、

入札により委託した調査会社のサンプリングに問題があることが判明し、新たな調査会

社に業務委託をしたため、調査結果報告が延期されることとなったが、委託会社の変更

について関係者との総合調整を的確かつ円滑に行い、業務を遂行した。 

 

○紛争解決委員会事務局（紛争解決手続の実施業務を除く）業務 

  国民生活センターによる裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）を実施する「紛争解決委員会」

が設置されたことを受け、委員会において重要消費者紛争に関し和解の仲介等の手続が

円滑に実施できるよう、紛争解決委員会事務局の体制整備を指揮した。申請事案の件数

増や手続期間の所要日数の短縮化など事務局業務の推進に尽力した。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 




